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第一部【企業情報】
 

第１【企業の概況】
 

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第３期中 第４期中 第５期中 第３期 第４期

会計期間

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成20年
３月１日
至平成20年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

自平成19年
３月１日
至平成20年
２月29日

売上高 (百万円) － 2,889 3,819 4,517 6,478

経常利益 (百万円) － 1,173 1,417 2,146 2,379

中間（当期）純利益 (百万円) － 848 658 1,427 1,666

純資産額 (百万円) － 17,863 27,535 9,499 23,588

総資産額 (百万円) － 19,180 28,824 10,265 24,970

１株当たり純資産額 (円) － 51,586.2556,788.7349,352.6555,927.95

１株当たり中間（当期）
純利益金額

(円) － 4,587.683,560.418,534.369,014.12

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益金
額

(円) － 4,236.55 － 7,772.098,326.92

自己資本比率 (％) － 49.7 36.4 88.9 41.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) － △7,383 △7,786 △79 △7,239

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) － △125 △67 △392 △1,201

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) － 7,812 3,031 6,710 13,028

現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

(百万円) － 9,428 8,883 9,133 13,706

従業員数 (人) － 74 125 56 91

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、第４期中間連結会計期間に係る半期報告書が最初に提出するものであり、当該中間連結会計期間から金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく中間監査を受けているため、それ以前については記載しておりませ

ん。

３．当社は平成18年５月８日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。

４．第３期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日）を適用しております。

５．第５期中間連結会計期間における潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

６．第５期については、平成20年３月１日から平成20年12月31日までの10ヶ月決算となっております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第３期中 第４期中 第５期中 第３期 第４期

会計期間

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成20年
３月１日
至平成20年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

自平成19年
３月１日
至平成20年
２月29日

売上高 (百万円) － 2,743 570 4,512 3,550

経常利益 (百万円) － 1,270 63 2,499 1,330

中間（当期）純利益 (百万円) － 756 39 1,357 773

資本金 (百万円) － 3,312 3,312 3,312 3,312

発行済株式総数 (株) － 184,920184,920184,920184,920

純資産額 (百万円) － 9,385 8,941 9,058 9,402

総資産額 (百万円) － 10,554 9,269 9,760 9,730

１株当たり純資産額 (円) － 50,751.9048,352.6948,983.6350,847.38

１株当たり中間（当期）
純利益金額

(円) － 4,088.27215.318,118.704,183.75

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益金
額

(円) － 3,775.37 － 7,393.563,864.80

１株当たり配当額 (円) － － － 2,320.002,710.00

自己資本比率 (％) － 88.9 96.5 92.8 96.7

従業員数 (人) － 60 12 42 8

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、第４期中間会計期間に係る半期報告書が最初に提出するものであり、当該中間会計期間から金融商品取引

法第193条の２第１項の規定に基づく中間監査を受けているため、それ以前については記載しておりません。

３．当社は平成18年５月８日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。

４．第３期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日）を適用しております。

５．第５期中間会計期間における潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。

６．第５期については、平成20年３月１日から平成20年12月31日までの10ヶ月決算となっております。
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２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありま

せん。

なお、当社は平成20年３月３日付でサヴィアン株式会社（平成20年４月22日付でＧＣＡサヴィアングループ株式会社と吸

収合併）との共同株式移転の方法により、両社の完全親会社となる共同持株会社としてＧＣＡサヴィアングループ株式会社

を設立いたしました。

 

３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。

名称 住所 資本金
主要な事業の
内容

議決権の所有
割合又は被所
有割合（％）

関係内容

（親会社）

ＧＣＡサヴィアング

ループ㈱（注）

東京都千代田区 500百万円

グループ傘下

の経営戦略の

策定・統括

100経営指導等

（注）有価証券届出書提出会社であります。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年８月31日現在

事業部門の名称 従業員数（人）

アドバイザリー事業 101

アセットマネジメント事業 12

全社（共通） 12

計 125

　（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．全社（共通）として記載されている従業員は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであ

ります。

３．従業員数が当中間連結会計期間において、34名増加しましたのは、主として業容拡大に伴う期中採用によるもので

あります。

 

(2）提出会社の状況

 平成20年８月31日現在

従業員数（人） 12

　（注）従業員数は就業人員であります。（出向者を除く）

 

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】
 

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発する金融市場の不安により株式市場

が低迷するなか、原油価格の高騰により個人消費の低迷や企業経営の環境が悪化するなど、景気後退の懸念が強まる状況

となりました。

当中間連結会計期間の当社グループの連結業績は、主要事業であるアドバイザリー事業において業績を伸ばすことがで

きました。特に、株式会社アドバンテストの子会社であるAdvantest Europe GmbHによる車載用半導体のテスター製造・販

売・サービス企業Credence Systems Europe GmbHの買収(株式会社アドバンテストへのアドバイザー)においては、サヴィ

アン株式会社との経営統合後の日米のチームが協働で手がけた最初の案件であり、日米双方が有する情報を最大限に活用

しシナジーを発揮できた事例となりました。この事例を含め、当中間連結会計期間において２件の共同案件を完了するこ

とができ、経営課題でもあるクロスボーダーＭ＆Ａに対応できる体制の構築が順調に進捗しております。この結果、売上高

は3,196百万円（前年同売上高2,839百万円）、営業利益1,534百万円（前年同営業利益1,259百万円）となりました。

また、当中間連結会計期間においては、アセットマネジメント事業におけるメザニンファンドより、２つの投資を実行

し、投資累計額は165億円となっております。この結果、売上高は623百万円（前年同売上高50百万円）、営業利益389百万円

（前年同営業損失116百万円）となりました。

以上のような活動により、当中間連結会計期間の業績は、売上高3,819百万円（前年同期比32.2％増）、営業利益1,394百

万円（同22.1％増）、経常利益1,417百万円（同20.8％増）、中間純利益658百万円（同22.4％減）（投資事業有限責任組

合（ファンド）非連結におきましては、売上高は3,411百万円（前年同期比7.8％増）、営業利益は1,135百万円（同20.8％

減））となりました。

なお、有料会員組織である「ＧＣＡクラブ」（平成17年11月発足）におきましては、当中間連結会計期間末現在の会員

数は57社となりました。

 

(2）キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は8,883百万円となりました。各キャッシュ・フローは次のとおりで

あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において営業活動の結果支出した資金は7,786百万円（前年同期比5.5％増）となりました。これ

は、メザニンファンド連結により、メザニンファンドでの営業投資有価証券の取得が3,500百万円あったこと及び営業貸付

金（未収営業貸付金利息の増減を含む）の実行が5,248百万円あったことによります。これを除外すると、営業活動による

キャッシュ・フローは961百万円の収入となります。これは主に、税金等調整前中間純利益1,417百万円（同20.8％増）を

計上したものの、法人税等の支払額845百万円があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は67百万円（同46.1％減）となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出が67百万円あったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は3,031百万円（同61.2％減）となりました。これは主に、メ

ザニンファンドの投資家からの出資受入が3,530百万円あったものの、配当金の支払額499百万円があったことによるもの

であります。メザニンファンドの出資受入を除くと499百万円の支出となります。
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２【販売の状況】

販売実績

　前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の販売実績を内容別に示すと、次のとおりであります。

内容別
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

アドバイザリー事業（百万円） 2,839 3,196

アセットマネジメント事業（百万円） 50 623

合計（百万円） 2,889 3,819

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．前中間連結会計期間の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

㈱日興コーディアルグループ 1,090 37.7 － －

㈱リコー 349 12.1 － －

３．当中間連結会計期間の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、販売実績の総販

売実績に対する割合が100分10未満であるため記載を省略しております。

 

３【対処すべき課題】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はありませ

ん。

 

４【経営上の重要な契約等】

　当社は、平成19年11月１日開催の取締役会において、当社と日本法人であるサヴィアン株式会社との共同株式移転の方法に

より、両社の完全親会社となる共同持株会社ＧＣＡサヴィアングループ株式会社を設立し、対等の精神で経営統合（Merger

of Equals）することを決定し、Savvian,LLCとの間で基本契約書を締結いたしました。

　また、平成20年１月10日開催の臨時株主総会において、「ＧＣＡサヴィアングループ株式会社」を設立することが承認可決

され、平成20年３月３日付で同社が設立されました。

　この詳細につきましては、「第５　経理の状況」の「１　中間連結財務諸表等　（１）中間連結財務諸表（企業結合等関

係）」に記載のとおりであります。

 

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ＧＣＡホールディングス株式会社(E03742)

半期報告書

 6/61



第３【設備の状況】
 

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２【設備の新設、除却等の計画】

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】
 

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 620,000

計 620,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
(平成20年８月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 184,920 184,920 非上場 －

計 184,920 184,920 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

　　　　　　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成20年３月１日～
平成20年８月31日

－ 184,920 － 3,312 － 828

 

（５）【大株主の状況】

  平成20年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ＧＣＡサヴィアングループ株
式会社

東京都千代田区丸の内１丁目11番１号パシ
フィックセンチュリープレイス丸の内30階

184,920 100

計 － 184,920 100

　（注）１．前事業年度末現在主要株主であった渡辺章博、佐山展生、山本礼二郎は、当中間期末では主要株主ではなくなりまし

た。

　　　　２．前事業年度末現在主要株主でなかったＧＣＡサヴィアングループ株式会社は、当中間期末では主要株主となっておりま

す。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成20年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　184,920 184,920 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 184,920 － －

総株主の議決権 － 184,920 －

 

②【自己株式等】

   平成20年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【株価の推移】

　当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】
 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。

以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づ

き、当中間連結会計期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下

「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中

間会計期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31

日まで）及び当中間連結会計期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計

期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）及び当中間会計期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日ま

で）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

  
前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   9,428   7,883   12,706  

２．売掛金   756   852   1,295  

３．有価証券   －   1,000   1,000  

４．営業投資有価証券   8,035   11,535  8,035  

５．営業貸付金   －   5,248   －  

６．たな卸資産   15   58   21  

７．繰延税金資産   163   216   148  

８．その他   84   337   85  

流動資産合計   18,48396.4  27,13294.1  23,29393.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物及び構築物   184   178   164  

(2) その他   125   123   111  

有形固定資産合計   309 1.6  302 1.1  275 1.1

２．無形固定資産   3 0.0  14 0.0  15 0.0

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   2   1,008   1,008  

(2) 繰延税金資産   15   4   11  

(3) その他   364   361   364  

投資その他の資産合計   382 2.0  1,3744.8  1,3855.6

固定資産合計   696 3.6  1,6915.9  1,6766.7

資産合計   19,180100.0  28,824100.0  24,970100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．未払法人税等   734   595   885  

２．賞与引当金   223   283   88  

３．その他   319   403   386  

流動負債合計   1,2776.7  1,2824.5  1,3595.5

Ⅱ　固定負債           

１．長期未払費用   39   5   22  

固定負債合計   39 0.2  5 0.0  22 0.1

負債合計   1,3166.9  1,2884.5  1,3815.6

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,31217.3  3,31211.5  3,31213.2

２．資本剰余金   3,30217.2  3,30211.5  3,30213.2

３．利益剰余金   2,93115.3  3,90513.5  3,74915.0

株主資本合計   9,54549.8  10,52036.5  10,36441.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．為替換算調整勘定   △6 △0.0  △18△0.1  △21△0.0

評価・換算差額等合計   △6 △0.0  △18△0.1  △21△0.0

Ⅲ　少数株主持分   8,32343.3  17,03459.1  13,24653.0

純資産合計   17,86393.1  27,53595.5  23,58894.4

負債純資産合計   19,180100.0  28,824100.0  24,970100.0
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②【中間連結損益計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,889100.0  3,819100.0  6,478100.0

Ⅱ　売上原価   1,20941.8  1,63642.8  2,66641.2

売上総利益   1,68058.2  2,18357.2  3,81158.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  53718.7  78820.7  1,49823.1

営業利益   1,14239.5  1,39436.5  2,31335.7

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  23   20   45   

２．消費税等免税益  13   －   26   

３．その他  3 40 1.4 2 22 0.6 3 75 1.1

Ⅴ　営業外費用           

１．創立費  8   －   8   

２．その他  0 9 0.3 － － － 1 9 0.1

経常利益   1,17340.6  1,41737.1  2,37936.7

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除売却損 ※２ 0 0 0.0 － － － 0 0 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

  1,17340.6  1,41737.1  2,37836.7

法人税、住民税
及び事業税

 701   563   1,364   

法人税等調整額  △88 61321.2 △61 50113.1 △70 1,29420.0

少数株主利益又は少数株
主損失（△）

  △28810.0  257 6.8  △582 9.0

中間（当期）純利益   84829.4  65817.2  1,66625.7
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

　　前中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

区分

株主資本
評価・換算
差額等 少数株主

持分
純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

株主資本
合計

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高
（百万円）

3,3123,3022,5119,126 － － 373 9,499

中間連結会計期間中の変
動額

     
 

  

剰余金の配当   △429 △429    △429

中間純利益   848 848    848

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の
変動額（純額）

    △6 △6 7,9507,944

中間連結会計期間中の
変動額合計（百万円）

－ － 419 419 △6 △6 7,9508,363

平成19年８月31日残高
（百万円）

3,3123,3022,9319,545 △6 △6 8,32317,863

         

 

　　当中間連結会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31日）

区分

株主資本
評価・換算
差額等 少数株主

持分
純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

株主資本
合計

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成20年２月29日残高
（百万円）

3,3123,3023,74910,364 △21 △21 13,24623,588

中間連結会計期間中の変
動額

        

剰余金の配当   △501 △501    △501

中間純利益   658 658    658

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の
変動額（純額）

    3 3 3,7873,791

中間連結会計期間中の変
動額合計（百万円）

－ － 156 156 3 3 3,7873,947

平成20年８月31日残高
（百万円）

3,3123,3023,90510,520 △18 △18 17,03427,535
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

区分

株主資本
評価・換算
差額等 少数株主

持分
純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

株主資本
合計

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高
（百万円）

3,3123,3022,5119,126 － － 373 9,499

連結会計年度中の変動額         

剰余金の配当   △429 △429    △429

当期純利益   1,6661,666    1,666

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額）

    △21 △21 12,87312,851

連結会計年度中の変動額
合計（百万円）

－ － 1,2371,237 △21 △21 12,87314,088

平成20年２月29日残高
（百万円）

3,3123,3023,74910,364 △21 △21 13,24623,588
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間
（当期）純利益

 1,173 1,417 2,378

減価償却費  36 42 85

固定資産除売却損  0 － 0

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 182 194 47

受取利息  △23 △20 △45

営業投資有価証券の
減少額（△増加額）

 △8,035 △3,500 △8,035

営業貸付金の減少額
（△増加額）

 － △5,248 －

売上債権の減少額
（△増加額）

 △301 344 △840

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △2 － △9

その他  △79 △192 △4

小計  △7,050 △6,962 △6,422

利息及び配当金の受
取額

 23 20 45

法人税等の支払額  △356 △845 △861

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △7,383 △7,786 △7,239

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得
による支出

 △20 △67 △88

投資有価証券の取得
による支出

 － － △1,006

長期前払費用の取得
による支出

 △4 △0 △4

敷金保証金の差入に
よる支出

 △99 － △98

その他  △0 － △3

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △125 △67 △1,201
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前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

少数株主からの出資
受入額

 8,238 3,530 13,455

配当金の支払額  △426 △499 △427

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 7,812 3,031 13,028

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △7 0 △14

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

 295 △4,822 4,572

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 9,133 13,706 9,133

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 9,428 8,883 13,706
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．連結の範囲に関する事項 　すべての子会社及び投資事業組

合を連結しております。

(1）連結子会社

下記の子会社及び投資事業組

合を連結しております。

(1）連結子会社

下記の子会社及び投資事業組合

を連結しております。

 連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

㈱メザニン

㈱デューデリジェンス

GCA America Corporation

連結子会社の数　４社

主要な連結子会社の名称

ＧＣＡサヴィアン株式会社

株式会社デューデリジェンス

株式会社メザニン

GCA America Corporation

連結子会社の数　４社

主要な連結子会社の名称

ＧＣＡ株式会社

株式会社デューデリジェンス

株式会社メザニン

GCA America Corporation

 投資事業組合の数 ２組合

投資事業組合の名称

MCo1号投資事業有限責任組合

MCo2号投資事業有限責任組合

投資事業組合の数 ２組合

投資事業組合の名称

MCo1号投資事業有限責任組合

MCo2号投資事業有限責任組合

投資事業組合の数 ２組合

投資事業組合の名称

MCo1号投資事業有限責任組合

MCo2号投資事業有限責任組合

 　GCA America Corporationは新規

に設立したことにより、当中間連

結会計期間より連結の範囲に含め

ております。

－ 　GCA America Corporationは新規

に設立したことにより、当連結会

計期間より連結の範囲に含めてお

ります。ＧＣＡ株式会社は簡易新

設分割により当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。

 － (2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社

  非連結子会社の数　１社

非連結子会社の名称

MCo株式会社

非連結子会社の数　１社

非連結子会社の名称

MCo株式会社

  (連結の範囲から除いた理由) (連結の範囲から除いた理由)

  非連結子会社は、小規模であり、

合計の総資産、売上高、中間純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いず

れも中間連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためでありま

す。

非連結子会社は、合計の総資産、

売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

２．持分法の適用に関する事

項

－ 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社の名称等

持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社の名称等

  MCo株式会社

インテグラル株式会社

MCo株式会社

インテグラル株式会社

  （持分法を適用しない理由） （持分法を適用しない理由） 

  持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社は、中間純

損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、中間連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であるため、持分

法の適用範囲から除外しており

ます。

持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であるため、持分法の

適用範囲から除外しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　㈱メザニン、㈱デューデリジェン

ス及びGCA America Corporationの

中間決算日は、中間連結決算日と一

致しております。

　

連結範囲に含めているMCo1号投

資事業有限責任組合及びMCo2号投

資事業有限責任組合の中間決算日

は６月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当

たって、これらの投資事業組合に

ついては、中間連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく中間財務

諸表を使用しております。

ＧＣＡサヴィアン株式会社、株

式会社メザニン、株式会社デュー

デリジェンス及びGCA America

Corporationの中間決算日は中間

連結決算日と一致しております。

連結範囲に含めているMCo1号投

資事業有限責任組合及びMCo2号投

資事業有限責任組合の中間決算日

は６月30日であります。

中間連結財務諸表の作成に当

たって、これらの投資事業組合に

ついては、中間連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく中間財務

諸表を使用しております。

ＧＣＡ株式会社、株式会社メザニ

ン、株式会社デューデリジェンス及

びGCA America Corporationの決算

日は、連結決算日と一致しておりま

す。

連結範囲に含めているMCo1号投

資事業有限責任組合及びMCo2号投

資事業有限責任組合の決算日は12

月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たって、

これらの投資事業組合については、

連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用しており

ます。

３．会計処理基準に関する事

項

   

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

①有価証券

その他有価証券

（営業投資有価証券含む）

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

①有価証券

その他有価証券

時価のないもの（営業投資有

価証券及び内国法人が発行する

譲渡性預金を含む）

移動平均法による原価法に

よっております。

①有価証券

その他有価証券

同左

 ②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産

 仕掛品 同左 同左

 　個別法による原価法によって

おります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっております。

①有形固定資産

同左

①有形固定資産

同左

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。

  

 建物及び構築物

８年～15年

器具備品

３年～15年

  

 ②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産

 定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

同左 同左

(3) 繰延資産の処理方法 創立費 － 創立費

 支出時に全額費用として処理し

ております。

 支出時に全額費用として処理し

ております。

(4) 重要な引当金の計上基準①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金

 　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

同左 同左

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金

 　従業員に支給する賞与の支払

に備えて、支給見込額の当中間

連結会計期間負担額を計上して

おります。

同左 　従業員に支給する賞与の支払

に備えて、支給見込額の当連結

会計年度負担額を計上しており

ます。

(5) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

基準

－ 外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

在外子会社の資産及び負債は、在

外子会社の中間連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含め

て計上しております。

外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理し

ております。

在外子会社の資産及び負債は、

在外子会社の決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めて

計上しております。

(6) その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

４．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３か

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左 同左
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会計処理の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（減価償却資産の減価償却の方法） － （減価償却資産の減価償却の方法）

　当中間連結会計期間から、法人税法の改正

(「所得税法等の一部を改正する法律(法律

第６号 平成19年３月30日)」及び「法人税

法施行令の一部を改正する政令(政令第83号

平成19年３月30日)」)に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。この変更の損益に与え

る影響は軽微であります。

 当中間連結会計期間から、法人税法の改正

(「所得税法等の一部を改正する法律(法律

第６号 平成19年３月30日)」及び「法人税

法施行令の一部を改正する政令(政令第83号

平成19年３月30日)」)に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。この変更の損益に与え

る影響は軽微であります。

 

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
　至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
　至　平成20年８月31日）

― （中間連結貸借対照表関係）

 前中間連結会計期間において「現金及び預金」に含めていた「譲

渡性預金」について、連結財務諸表等規則ガイドラインの改正により

内国法人の発行する譲渡性預金の預金証書等の扱いが変更されたの

を受け、当中間連結会計期間より「有価証券」に含めて表示しており

ます。

なお、前中間連結会計期間の「現金及び預金」に含まれている「有

価証券」は2,000百万円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度
（平成20年２月29日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

77百万円 166百万円 125百万円

２　　　　　　　 － ２　当社は、アセットマネジメント事業を営

むインテグラル㈱（持分法非適用関連会

社）の発行する優先株式及び劣後社債を

下記の金額を上限として引き受ける契約

を締結しております。

２　　　　　　　 －

 　

優先株式引受上限金額 2,000百万円

劣後社債引受上限金額 1,000　〃

優先株式引受残高 △1,000　〃

差引額 2,000百万円

　

 

 

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

　

給料手当 57百万円

地代家賃 101

支払手数料 78

　

　

役員報酬 140百万円

賞与引当金繰入額 27

　

　

役員報酬 233百万円

賞与引当金繰入額 10

支払手数料 281

　

※２　固定資産除売却損は、その他０百万円で

あります。

※２　　　　　　　　－　 ※２　固定資産除売却損は、その他０百万円で

あります。

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数
（株）

当中間連結会計
期間増加株式数
（株）

当中間連結会計
期間減少株式数
（株）

当中間連結会計
期間末株式数
（株）

発行済株式     

普通株式　 184,920 － － 184,920

合計 184,920 － － 184,920

 

２　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年５月23日

定時株主総会
普通株式 429百万円 2,320円平成19年２月28日平成19年５月24日
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当中間連結会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数
（株）

当中間連結会計
期間増加株式数
（株）

当中間連結会計
期間減少株式数
（株）

当中間連結会計
期間末株式数
（株）

発行済株式     

普通株式　 184,920 － － 184,920

合計 184,920 － － 184,920

 

２　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年４月15日

取締役会
普通株式 501百万円 2,710円平成20年２月29日平成20年５月30日

 

前連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式　 184,920 － － 184,920

合計 184,920 － － 184,920

 

２　配当に関する事項

(１) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

平成19年５月23日

定時株主総会
普通株式 429百万円 2,320円平成19年２月28日平成19年５月24日

 

(２) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議
株式の

種類

配当の

原資

配当金の

総額

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

平成20年４月15日

取締役会
普通株式 利益剰余金 501百万円 2,710円平成20年２月29日平成20年５月30日

 

EDINET提出書類

ＧＣＡホールディングス株式会社(E03742)

半期報告書

23/61



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

（百万円） （百万円） （百万円）

　

現金及び預金 9,428

現金及び現金同等物 9,428

　

　

現金及び預金 7,883

有価証券勘定（譲渡性
預金）

1,000

現金及び現金同等物 8,883

　

　

現金及び預金 12,706

有価証券勘定（譲渡性
預金）

1,000

現金及び現金同等物 13,706
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（リース取引関係）

　前中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）、当中間連結会計期間（自平成20年３月１日　至平成

20年８月31日）及び前連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年８月31日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

　営業投資有価証券に属するもの  

　　非上場株式 8,035

　投資有価証券に属するもの  

　　非上場株式 2

計 8,037

 

当中間連結会計期間末（平成20年８月31日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

関係会社株式  

　非上場株式 1,006

その他有価証券  

　営業投資有価証券に属するもの  

　　非上場株式 11,535

　投資有価証券に属するもの  

　　非上場株式 2

　　その他  

　　　譲渡性預金 1,000

計 13,544
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前連結会計年度末（平成20年２月29日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

関係会社株式  

　非上場株式 1,006

その他有価証券  

　営業投資有価証券に属するもの  

　　非上場株式 8,035

　投資有価証券に属するもの  

　　非上場株式 2

　　その他  

　　　譲渡性預金 1,000

計 10,044

 

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）、当中間連結会計期間（自平成20年３月１日　至平成

20年８月31日）及び前連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　前中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）、当中間連結会計期間（自平成20年３月１日　至平成

20年８月31日）

　該当事項はありません。

 

前連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員　26名
当社の監査役　　２名
当社の従業員等　43名

ストック・オプション数（注）１ 普通株式　5,670株（注）２ 普通株式　12,390株（注）２

付与日 平成17年11月21日 平成18年４月28日

権利確定条件
東京証券取引所マザーズ市場への上場
日（平成18年10月６日）から２年を経
過するまで継続して勤務していること

東京証券取引所マザーズ市場への上場
日（平成18年10月６日）から２年を経
過するまで継続して勤務していること

対象勤務期間
東京証券取引所マザーズ市場への上場
日（平成18年10月６日）から２年を経
過した日まで

東京証券取引所マザーズ市場への上場
日（平成18年10月６日）から２年を経
過した日まで

権利行使期間
平成19年12月１日から
平成27年10月31日まで

平成20年３月１日から
平成28年１月31日まで

　（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．平成18年５月８日付で株式１株につき10株の株式分割を行っており、株式分割後の株数を記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式

数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

権利確定前（株）   

前連結会計年度末 4,330 11,160

付与 － －

失効 130 110

権利確定 － －

未確定残 4,200 11,050

権利確定後（株）   

前連結会計年度末 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 － －

　（注）　平成18年５月８日付で株式１株につき10株の株式分割を行っており、株式分割後の株数を記載しております。

 

②　単価情報

 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

権利行使価格　　　　 　 （円） 1,900 1,900

行使時平均株価　　　　　（円） 　　　　　　　　　 － 　　　　　　　　　 －

公正な評価単価（付与日）（円） 　　　　　　　　　 － 　　　　　　　　　 －

　（注）　平成18年５月８日付で株式１株につき10株の株式分割を行っており、株式分割後の権利行使価格を記載しております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

Ｍ＆Ａアドバイザリー事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

当中間連結会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31日）

 

 

アドバイザ

リー事業

アセットマネ

ジメント事業
計

消去又は

全社
連結

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,196 623 3,819 － 3,819

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 3,196 623 3,819 － 3,819

営業費用 1,661 234 1,895 528 2,425

営業利益 1,534 389 1,923 (528) 1,394

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要な事業

事業区分 主要事業

アドバイザリー事業 Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、デューデリジェンス事業

アセットマネジメント事業 メザニンファンド運営事業、投資事業

３．上記営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能の営業費用の金額は528百万円であり、その主なも

のは提出会社におけるグループ管理に係る費用であります。

 

前連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

Ｍ＆Ａアドバイザリー事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略して

おります。

 

　当中間連結会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略して

おります。

 

　前連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　本邦の売上高、営業利益及び資産の金額の合計額は、全セグメントの売上高、営業利益及び資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。
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【海外売上高】

　前中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

 

　当中間連結会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

 

前連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

 

（企業結合等関係）

当中間連結会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

（持分プーリング法）

平成20年３月３日に当社とサヴィアン株式会社は、共同株式移転により共同持株会社ＧＣＡサヴィアングループ株式

会社を設立いたしました。

当社は、当中間連結会計期間の中間連結財務諸表の作成にあたり、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平

成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準第７

号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　平成18年12月22日

　企業会計基準適用指針第10号）を適用しております。

(1）結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の目的、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後企業の名

称

①　結合当事企業の名称及び事業内容

名称 事業内容

ＧＣＡホールディングス株式会社 企業買収、合併、事業統合、提携に関するコンサルティング

サヴィアン株式会社 企業買収、合併、事業統合、提携に関するコンサルティング

 

②　企業結合の目的

　クライアントの最善利益（“Trusted Advisor for Client's Best Interest”）という観点でクロスボーダー

Ｍ＆Ａに対応できる体制を確立

 

③　企業結合日

平成20年３月３日

 

④　企業結合の法的形式

株式移転

 

⑤　結合後企業の名称

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社

 

(2）議決権のある株式の移転比率およびその算定方法、交付株式数、企業結合後の議決権比率並びに当該企業結合を持

分の結合と判断した理由

①　株式移転比率、交付株式数、企業結合後の議決権比率

会社名 ＧＣＡホールディングス株式会社 サヴィアン株式会社

株式移転比率 1.0 1.0

交付株式数 184,920株 151,299株

企業結合後の議決権比率 55.0％ 45.0％
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②　株式移転比率の算定方法

　株式移転比率算定に対する第三者機関としてフーリハン・ローキー株式会社（以下「フーリハン」）をフィナン

シャルアドバイザーに指名し、本株式移転比率に際しての株式移転比率の算定を依頼いたしました。フーリハンは、

両者の株式について、類似企業比準方式及びディスカウンテッド・キャッシュフロー（ＤＣＦ）方式による分析を

それぞれ行い、それらの評価結果を参考にしたうえで、両社慎重に協議を重ね株式移転比率を決定いたしました。

 

③　当該企業結合を持分の結合と判断した理由

　両結合当事企業の株主も他の企業を支配したことは認められず、結合後企業のリスクや便益を引き続き相互に共

有することを達成すると判断したためであります。

 

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　

１株当たり純資産額 51,586.25円

１株当たり中間純利益
金額

4,587.68円

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益
金額

4,236.55円

　

　

１株当たり純資産額 56,788.73円

１株当たり中間純利益
金額

3,560.41円

なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、潜在株
式が存在しないため記載しておりま
せん。
　

　

１株当たり純資産額 55,927.95円

１株当たり当期純利益
金額

9,014.12円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

8,326.92円

　

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎

 
前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度末
（平成20年２月29日）

純資産の部の合計額（百万円） 17,863 27,535 23,588

純資産の部の合計から控除する金

額（百万円）
8,323 17,034 13,246

（うち少数株主持分）（百万円） (8,323) (17,034) (13,246)

普通株式に係る中間期末（期末）

の純資産額（百万円）
9,539 10,501 10,342

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末（期末）の普通株

式の数（株）

184,920 184,920 184,920
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２．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 848 658 1,666

普通株主に帰属しない金額（百

万円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純

利益（百万円）
848 658 1,666

期中平均株式数（株） 184,920 184,920 184,920

    

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額

（百万円）
－ － －

普通株式増加数（株） 15,326 － 15,261

（うち新株予約権）（株） （15,326） （－） （15,261）

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．会社分割による持株会社体制への移行 １．　　　　　　　 － １．　　　　　　　 －

平成19年４月17日開催の取締役会決議に基

づき、当社は、平成19年９月３日を新設分割設

立株式会社の成立の日とする新設分割によ

り、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業に係る権利義

務を当該新設分割設立株式会社に承継し、持

株会社体制へ移行いたしました。

  

（１）会社分割及び商号変更の目的   

①会社分割   

持株会社体制への移行は、各事業会社

がＭ＆Ａアドバイザリー並びに周辺事業

をコア事業として、それぞれのドメイン

での成長を加速させることが第一の目的

です。

かかる移行によって当社は持株会社と

なり、当社の完全子会社としてＭ＆Ａア

ドバイザリー事業を行う新会社のほか、

メザニンファンドの運営事業を行う株式

会社メザニン及びデューデリジェンス事

業を行う株式会社デューデリジェンスの

各事業会社を擁することとなります。

また、拡大するＭ＆Ａマーケットにお

いて多角的な事業展開を機動的に行い、

クライアントへのサービスを一層戦略的

に向上させることにより、企業価値の向

上を目指し将来を見据えた体制整備を行

うことであります。

なお、当社は平成18年10月６日東京証

券取引所マザーズ市場に株式公開した

際、海外展開ならびに周辺事業拡大のた

め新株式発行により約63億円の資金調達

をしております。持株会社体制では、上記

資金を含め会社資産を持株会社において

集中管理し機動的に各事業会社に配分す

ることにより、グループの成長を図り企

業価値の向上を目指す体制が整うことに

なります。

  

②商号変更   

上記主旨に基づく持株会社への移行に

伴い、今後の当社事業内容を適切に表現

すべく、下記の通り商号変更を行いまし

た。

新商号　ＧＣＡホールディングス株式

会社

(英文名GCA Holdings Corporation)
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（２）会社分割の要旨   

①会社分割の日程   

新設分割計画承認取締役会

平成19年７月17日

分割期日　 平成19年９月３日

分割登記 　平成19年９月３日

  

②分割方式   

当社を新設分割会社とし、新設分割設

立株式会社（以下「新設会社」といいま

す。）であるＧＣＡ株式会社を承継会社

とする新設分割であります。なお、分割会

社である当社にとって、本件会社分割は

会社法第805条の簡易分割の要件（注）

を充足するものであり、株主総会による

新設分割計画の承認を得ずに行うもので

す。

  

（注）前事業年度末において当社資産の

87%は現預金でありますが、上記

(1)①で記載した通り会社資産の

機動的な配分を行うため80%以上

を持株会社に残しました。これに

より、新設会社に承継されるＭ＆

Ａアドバイザリー事業を構成する

資産は当社資産の20%以下となる

ことから、会社法805条の簡易分割

の要件を充足するものです。

  

③株式の割当   

新設会社は、本件会社分割に際して普

通株式を発行し、その全てを当社へ割当

交付しました。

  

④分割交付金   

分割交付金の支払いはありません。   

⑤新設会社が承継する権利義務の内容   

新設会社は、当社のＭ＆Ａアドバイザ

リー事業に係る資産・負債、権利義務及

び契約上の地位のすべて（ただし、平成

19年7月17日開催予定の当社取締役会に

より承認された新設分割計画において特

段の定めがあるものを除く。）を当社か

ら承継いたしました。なお、当該分割にお

ける債務の承継については、免責的債務

引受の方法としております。
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

２．共同株式移転による経営統合 ２．　　　　　　　 － ２．　　　　　　　 －

　平成19年11月１日開催の取締役会において、

株主総会の承認を条件とし、Savvian, LLC

（本社：米国カリフォルニア州、代表者：

Todd Ｊ．Carter。以下「Savvian LLC」とい

います。）との間で、今後設立予定の同社持分

権の100％を間接的に保有することとなる日

本法人であるサヴィアン株式会社と当社との

共同株式移転（以下「本株式移転」といいま

す。）の方法により、両社の完全親会社となる

共同持株会社（以下「本持株会社」といいま

す。）を設立し、対等の精神で経営統合

（Merger of Equals）（以下「本経営統合」

といいます。）することを決定し、当社、

Savvian LLC、当社役職員である株主８名（以

下「当社役職員株主」と総称します。）及び

Savvian LLCの持分権者等25名（以下「サ

ヴィアン持分権者」と総称します。）の間で

基本契約書（以下「本基本契約書」といいま

す。）を締結いたしました。

  

（１）経営統合の目的   

本経営統合の目的は、顧客の利益・顧客

からの信頼の重視という同じ経営理念（当

社では「For Client's Best Interest」、

Savvian LLCでは「Trusted Advisor」）を

共有する当社とほぼ同規模の米国独立系

Ｍ＆Ａアドバイザリーファームである

Savvian LLCが対等の精神で経営統合する

こと（Merger of Equals）により、日本で

も米国でもない真のグローバル・インベス

トメントバンクとなることにあります。

本経営統合により、今後、クロスボーダー

Ｍ＆Ａの取り扱い件数を飛躍的に増加でき

る体制を整えることができます。日本企業

の欧米進出のサポートの増加は言うまでも

無く、進行中の複数の三角合併案件をはじ

め多くの欧米企業による日本企業買収につ

いての助言実績を有する当社において米国

企業の日本進出をさらにサポートできる体

制を整えることができます。

また、本経営統合を通じた規模の拡大に

より、米国の有力独立系Ｍ＆Ａファームと

の競合が可能となり、国内系大手金融機関

のＭ＆Ａアドバイザリー事業部ともほぼ同

規模ながら、よりグローバライズした組織

体となることができます。その結果、当社の

クライアントからは、今後より大きな安心

感・信頼感をもって相談いただけることと

なります。

今後は、本持株会社を基盤として、欧州・

アジアの事業パートナーや日米の有能な人

材の参加が可能となるようなグローバル企

業を目指してまいります。
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（２）内容   

①経営統合基本スキーム   

サヴィアン持分権者は、本株式移転の

ための株式移転計画（以下「本株式移転

計画」といいます。）の承認のための当

社臨時株主総会決議成立後、本株式移転

の日までの間に、米国デラウエア州法人

であるSavvian, Inc. に対しSavvian

LLCの持分権全てを現物出資し、その後直

ちにSavvian, Inc.の発行済株式全部を

サヴィアン株式会社に対し現物出資いた

します。本株式移転は、上記二つの現物出

資（以下「本現物出資」といいます。）

が完了し、Savvian LLCの持分権全てを間

接的に保有することとなったサヴィアン

株式会社と当社との間で共同で行われる

こととなります。下記④に記載の株式移

転比率は、このようにSavvian LLCの資産

全てを間接的に保有することとなった状

態でのサヴィアン株式会社と当社との間

の株式移転比率として算出されておりま

す。

  

本株式移転の日をもって、当社の100％

子会社であるＧＣＡ株式会社は、その商

号を「ＧＣＡサヴィアン株式会社」と変

更する予定です。

  

なお、現在、当事者は、米国内国歳入庁

（Internal Revenue Service）に対し、

本株式移転を含む一連の取引の結果、サ

ヴィアン持分権者に対し課税がなされな

いことを確認する回答書（Tax Ruling

Letter）の発行を求めていますが、同庁

から、サヴィアン持分権者の求める内容

の回答書が得られない場合、日本の税法

上、適格株式移転と扱われない場合、ま

た、本株式移転について当社監査法人よ

り持分プーリング法の適用ができない可

能性がある旨の意見等がなされた場合、

本持株会社による株式の発行について米

国証券法等に基づく手続が必要となった

場合、本現物出資が完了していない場合、

本株式移転のための金融商品取引法にお

ける届出の効力が発生していない場合、

本持株会社の普通株式の上場承認が得ら

れなかった場合等、本株式移転の実行に

重大な支障となる事態が発生した場合

は、本株式移転が延期ないし中止される

ことがあります。
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

上記のほか、本件公表後30日間の最後

の５連続営業日における当社の平均株価

（終値）が23万5,000円を下回ることと

なった場合は、本基本契約書の締結当事

者間で本株式移転比率の見直しのための

協議が行われる予定ですが、本株式移転

比率の見直しについて本基本契約書の締

結当事者間で合意に至らない場合は、本

基本契約書が解除され、本株式移転を行

わないこととなる可能性があります。

  

②利益剰余金の配当について   

当社は、平成20年２月期に関する中間

決算短信（平成19年10月２日公表）にお

いて公表のとおり、今期事業年度末日

（平成20年２月29日）現在の当社株主に

対し期末発行済株式総数による１株当た

り当期純利益（連結）の30％（１株あた

り2,910円の予定）の期末配当を行う予

定であります。

これに加え、本基本契約書において、本

株式移転の日の直前の営業日（平成20年

２月29日を予定）現在の当社株主に不利

益とならないよう特別配当として利益剰

余金の配当を行うことができることに

なっております。

  

③株式移転のスケジュール   

平成19年11月１日（木）

本基本契約書の締結

平成19年11月３日（土）

当社臨時株主総会基準日公告

平成19年11月18日（日）（予定）

当社臨時株主総会基準日

平成19年12月17日（月）（予定）

当社本株式移転計画書承認の取締役

会承認

平成19年12月21日（金）（予定）

本持株会社有価証券届出書の提出

平成20年１月10日（木）（予定）

当社株式移転計画書承認臨時株主総

会

平成20年２月26日（火）（予定）

当社株式の上場廃止日

平成20年３月３日（月）（予定）

本株式移転の効力発生日（持株会社

設立登記日）

本持株会社株式の上場日

平成20年４月下旬（予定）

本持株会社株券交付日

ただし、今後手続きを進める中で、両社

協議のうえ日程等を変更することがあり

ます。
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

④株式移転比   

　

 当社 サヴィアン

株式移転比率 1.0 1.0

　

  

（注）１．これにより、当社の普通株式１株

に対して本持株会社の普通株式１

株を、サヴィアン株式会社の普通

株式１株に対して本持株会社の普

通株式１株をそれぞれ割り当て交

付いたします。但し、１株に満たな

い端数が生じた場合は、これを切

り捨てます。

２．本持株会社が発行する新株式およ

び新株予約権の数（予定）

普通株式　336,219株

新株予約権　1,525個

　　　　　　（１個あたり10株）

３．本持株会社の普通株式のうち、

184,920株は当社の株主に、

151,299株はSavvain LLCの持分権

者に割り当てられます。当社の株

主とSavvain LLCの持分権者に割

り当てられる本持株会社の普通株

式の総数の比率は55：45となりま

す。

  

⑤本持株会社株式の上場申請に関する事

項

  

当社の臨時株主総会において本株式移

転計画の承認後、東京証券取引所に本持

株会社株式の新規上場申請を行うことを

予定しております。本持株会社株式の上

場にともない、当社が証券取引所に上場

している株式は平成20年２月26日（予

定）をもって上場廃止となり、平成20年

３月３日（予定）の株式移転の日をもっ

て本持株会社の株式が新規上場される予

定です。

  

⑥持株会社の概要   

（ⅰ）商号   

ＧＣＡサヴィアングループ株式会

社

（英文：ＧＣＡ Savvian Group

Corporation）

  

（ⅱ）事業内容   

持株会社傘下のグループ企業全体

の経営戦略を策定・統括し、グ

ループの企業価値の最大化を図り

ます。

  

（ⅲ）本店所在地　東京都千代田区   

（ⅳ）決算期　２月末日   

（ⅴ）資本金　500百万円   

（３）本株式移転による業績への影響   

　当連結会計年度（平成20年２月期）の業

績予想に与える影響はありません。本経営

統合後の来期の業績予想につきましては、

確定次第公表させていただきます。
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

３．　　　　　　　 － ３．　　　　　　　 － ３．株式移転による共同持株会社の設立

  平成20年１月10日開催の臨時株主総会に

おいて、ＧＣＡホールディングス株式会社

及びサヴィアン株式会社が共同して株式移

転により完全親会社「ＧＣＡサヴィアング

ループ株式会社」を設立することが承認可

決され、平成20年３月３日付で同社が設立

されました。

これに伴いＧＣＡホールディングス株式

会社及びサヴィアン株式会社はＧＣＡサ

ヴィアングループ株式会社の子会社になり

ました。

  ①　名　　称　ＧＣＡサヴィアングループ株式

会社

  ②　代 表 者　代表取締役　渡辺　章博

  ③　住　　所　東京都千代田区丸の内１－11－

１

パシフィックセンチュリー

プレイス丸の内30階

  ④　資 本 金　500百万円 

  ⑤　事業内容　持株会社傘下のグループ企業

全体の経営戦略を策定・統

括

４．　　　　　　　 － ４．　　　　　　　 － ４．投資事業有限責任組合からの投資実行

  平成20年３月６日付でＧＣＡホールディ

ングス株式会社の100％子会社である株式

会社メザニンが運営するMCo1号投資事業有

限責任組合において、50億円の投資を実行

いたしました。投資総額は累計で130億円と

なっております。 同組合は本格的なメザニ

ン・ファイナンスを提供する日本初の独立

系メザニンファンドであり、出資約束金総

額は687億円となります。

（注）メザニン・ファイナンスとは、返済

順位が通常融資と普通株式の中間に位置す

るミドルリスク・ミドルリターンの劣後

ローンや優先株式等への投資です。

５．　　　　　　　 － ５. 資本金および資本準備金の減少 ５．　　　　　　　 －

 当社は、平成20年10月17日付の取締役会

において、資本金および資本準備金の減少

について平成20年10月31日開催の臨時株主

総会に付議することを決議し、同総会にお

いて次のとおり承認決議されております。

 

 （１）減資の目的  

 当社の今後の機動的な資本政策のため。  
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 （２）資本金および資本準備金の減少  

 ①　減少する資本金の額  

 資本金3,312,171,200円のうち

3,302,171,200円減少し、金10,000,000

円とする。

減少する資本金全額をその他資本剰余

金とする。

 

 ②　減少する資本準備金の額  

 　資本準備金828,042,800円のうち

825,542,800円減少し、金2,500,000円

とする。

　減少する資本準備金全額をその他資本

剰余金とする。

 

 （３）減資の日程  

 　 ①取締役会決議日　　　平成20年10月17日  

 ②臨時株主総会決議日　平成20年10月31日 

 ③債権者異議申述最終期日　

平成20年11月28日（予定）

 

 ④減資の効力発生日　

　　　　　平成20年11月30日（予定）

 

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  
前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   8,596   5,631   6,247  

２．売掛金   703   93   179  

３．有価証券   －   1,000   1,000  

４．仕掛品   8   －   －  

５．前払費用   63   59   55  

６．繰延税金資産   143   27   39  

７．その他   43   461   230  

流動資産合計   9,55990.6  7,27378.5  7,75279.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物   184   178   164  

(2) 器具備品   125   123   111  

有形固定資産合計   309 2.9  302 3.3  275 2.8

２．無形固定資産           

(1)ソフトウェア   3   14   15  

無形固定資産合計   3 0.0  14 0.1  15 0.2

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   2   2   2  

(2) 関係会社株式   305   1,321   1,321  

(3) 長期前払費用   13   5   5  

(4) 敷金保証金   345   345   345  

(5) 繰延税金資産   15   4   11  

投資その他の資産
合計

  681 6.5  1,67918.1  1,68617.4

固定資産合計   994 9.4  1,99521.5  1,97720.4

資産合計   10,554100.0  9,269100.0  9,730100.0
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前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．未払金   170   191   116  

２．未払法人税等   620   34   70  

３．未払消費税等   41   －   －  

４．未払費用   41   40   73  

５．賞与引当金   214   12   3  

６．その他   42   43   41  

流動負債合計   1,13010.7  322 3.5  305 3.1

Ⅱ　固定負債           

１．長期未払費用   39   5   22  

固定負債合計   39 0.4  5 0.0  22 0.2

負債合計   1,16911.1  328 3.5  328 3.3

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,31231.3  3,31235.7  3,31234.0

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  828   828   828   

(2) その他資本剰余
金

 2,474   2,474   2,474   

資本剰余金合計   3,30231.3  3,30235.7  3,30234.0

３．利益剰余金           

(1) その他利益剰余
金

          

繰越利益剰余金  2,770   2,327   2,788   

利益剰余金合計   2,77026.3  2,32725.1  2,78828.7

株主資本合計   9,38588.9  8,94196.5  9,40296.7

純資産合計   9,38588.9  8,94196.5  9,40296.7

負債純資産合計   10,554100.0  9,269100.0  9,730100.0
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②【中間損益計算書】

  
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,743100.0  570100.0  3,550100.0

Ⅱ　売上原価   1,00836.7  － －  97327.4

売上総利益   1,73563.3  570100.0  2,57672.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  48917.9  52892.7  1,29036.4

営業利益   1,24545.4  41 7.3  1,28536.2

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  22   15   32   

２．有価証券利息  －   2   10   

３．その他  2 25 0.9 3 21 3.8 2 46 1.3

Ⅴ　営業外費用           

１．その他  0 0 0.0 － － － 1 1 0.0

経常利益   1,27046.3  63 11.1  1,33037.5

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除売却損 ※２ 0 0 0.0 － － － 0 0 0.0

税引前中間
（当期）純利益

  1,27046.3  63 11.1  1,33037.5

法人税、住民税
及び事業税

 588   3   522   

法人税等調整額  △74 51418.7 19 23 4.1 33 55615.7

中間（当期）純利
益

  75627.6  39 7.0  77321.8
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

区分

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成19年２月28日残高
（百万円）

3,3123,302 － 3,302 71 2,3722,4439,0589,058

中間会計期間中の変動額   
 

  
  

  

剰余金の配当      △429 △429 △429 △429

中間純利益      756 756 756 756

資本準備金の取崩  △2,4742,474     － －

利益準備金の取崩     △71 71  － －

中間会計期間中の変動額
合計　　　　（百万円）

－ △2,4742,474 － △71 397 326 326 326

平成19年８月31日残高 
（百万円）

3,312 828 2,4743,302 － 2,7702,7709,3859,385

          

 

当中間会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31日）

区分

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成20年２月29日残高
（百万円）

3,312 828 2,4743,3022,7882,7889,4029,402

中間会計期間中の変動額   
 

 
  

  

剰余金の配当     △501 △501 △501 △501

中間純利益     39 39 39 39

中間会計期間中の変動額
合計　　　　（百万円）

－ － － － △461 △461 △461 △461

平成20年８月31日残高 
（百万円）

3,312 828 2,4743,3022,3272,3278,9418,941
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

区分

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成19年２月28日残高
（百万円）

3,3123,302 － 3,302 71 2,3722,4439,0589,058

事業年度中の変動額          

剰余金の配当（注）      △429 △429 △429 △429

当期純利益      773 773 773 773

資本準備金の取崩  △2,4742,474     － －

利益準備金の取崩     △71 71  － －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ △2,4742,474 － △71 415 344 344 344

平成20年２月29日残高
（百万円）

3,312 828 2,4743,302 － 2,7882,7889,4029,402
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

子会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式

　移動平均法による原価法に

よっております。

同左 同左

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

 時価のないもの 時価のないもの（内国法人が

発行する譲渡性預金を含む）

時価のないもの（内国法人が

発行する譲渡性預金を含む）

 　移動平均法による原価法に

よっております。

　　　移動平均法による原価法に

よっております。

同左

 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産

 仕掛品 － 仕掛品

 　個別法による原価法によって

おります。

 個別法による原価法によって

おります。

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

　建物　　　８年～15年

　器具備品　３年～15年

同左 同左

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産

 　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

同左 同左

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金

 　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

同左 同左

 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金

 　従業員に支給する賞与の支払

に備えて、支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上しており

ます。

同左 　従業員に支給する賞与の支払

に備えて、支給見込額の当期負

担額を計上しております。

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

－ 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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会計処理の変更

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（減価償却資産の減価償却の方法） － （減価償却資産の減価償却の方法）

当中間会計期間から、法人税法の

改正(「所得税法等の一部を改正す

る法律(法律第６号 平成19年３月30

日)」及び「法人税法施行令の一部

を改正する政令(政令第83号 平成19

年３月30日)」)に伴い、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しておりま

す。この変更の損益に与える影響は

軽微であります。

 当事業年度より、法人税法の改正

(「所得税法等の一部を改正する法

律(法律第６号 平成19年３月30

日)」及び「法人税法施行令の一部

を改正する政令(政令第83号 平成19

年３月30日)」)に伴い、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しておりま

す。この変更の損益に与える影響は

軽微であります。

 

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

－ （貸借対照表関係）

 

１．前中間会計期間において「現金及び預金」に含めて

おりました「譲渡性預金」について、財務諸表等規則

ガイドラインの改正により内国法人の発行する譲渡性

預金の預金証書等の扱いが変更されたのを受け、当中

間会計期間より「有価証券」に含めて表示しておりま

す。

なお、前中間会計期間の「現金及び預金」に含まれ

ている「有価証券」は2,000百万円であります。

－ （損益計算書関係）

 

１．前中間会計期間において「受取利息」に含めており

ました「譲渡性預金に係る預金利息」について、財務

諸表等規則ガイドラインの改正により内国法人の発行

する譲渡性預金の預金証書等の扱いが変更されたのを

受け、当中間会計期間より「有価証券利息」に含めて

表示しております。

なお、前中間会計期間の「受取利息」に含まれてい

る「有価証券利息」は５百万円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度
（平成20年２月29日）

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

77百万円 166百万円 125百万円

２　　　　　 － ２　当社は、アセットマネジメント

事業を営むインテグラル㈱（持

分法非適用関連会社）の発行す

る優先株式及び劣後社債を下記

の金額を上限として引き受ける

契約を締結しております。

２　　　　　 －

 優先株式引受
上限金額

2,000百万円

劣後社債引受
上限金額

1,000　〃

優先株式引受
残高

△1,000　〃

差引額 2,000百万円

 

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　　　　　 －

有形固定資産 35百万円

無形固定資産 0

　　合計 36

有形固定資産 40百万円

無形固定資産 1

　　合計 42

 

※２　固定資産除売却損は、器具備品

０百万円であります。

※２　　　　　　－ ※２　固定資産除売却損は、器具備品

０百万円であります。
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（リース取引関係）

　前中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）、当中間会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月

31日）及び前事業年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

　前中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）、当中間会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月

31日）及び前事業年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 

（企業結合等関係）

　当中間会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

　連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりません。

 

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 

１株当たり純資産額 50,751.90円

１株当たり中間純利益
金額

4,088.27円

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益
金額

3,775.37円

 

１株当たり純資産額 48,352.69円

１株当たり中間純利益
金額

215.31円

なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、潜在株
式が存在しないため記載しておりま
せん。

 

１株当たり純資産額 50,847.38円

１株当たり当期純利益
金額

4,183.75円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

3,864.80円

　

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり中間（当期）純利益金

額
   

中間（当期）純利益（百万円） 756 39 773

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益（百万円）
756 39 773

普通株式の期中平均株式数（株） 184,920 184,920 184,920

    

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額

（百万円）
－ － －

普通株式増加数（株） 15,326 － 15,261

（うち新株予約権）（株） （15,326） （－） （15,261）

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．会社分割による持株会社体制への移行 １．　　　　　　　 － １．　　　　　　　 －

　平成19年４月17日開催の取締役会決議に基

づき、当社は、平成19年９月３日を新設分割設

立株式会社の成立の日とする新設分割によ

り、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業に係る権利義

務を当該新設分割設立株式会社に承継し、持

株会社体制へ移行いたしました。

  

（１）会社分割及び商号変更の目的   

①会社分割   

　持株会社体制への移行は、各事業会社が

Ｍ＆Ａアドバイザリー並びに周辺事業を

コア事業として、それぞれのドメインで

の成長を加速させることが第一の目的で

す。

　かかる移行によって当社は持株会社と

なり、当社の完全子会社としてＭ＆Ａア

ドバイザリー事業を行う新会社のほか、

メザニンファンドの運営事業を行う株式

会社メザニン及びデューデリジェンス事

業を行う株式会社デューデリジェンスの

各事業会社を擁することとなります。

　また、拡大するＭ＆Ａマーケットにおい

て多角的な事業展開を機動的に行い、ク

ライアントへのサービスを一層戦略的に

向上させることにより、企業価値の向上

を目指し将来を見据えた体制整備を行う

ことであります。

　なお、当社は平成18年10月６日東京証券

取引所マザーズ市場に株式公開した際、

海外展開ならびに周辺事業拡大のため新

株式発行により約63億円の資金調達をし

ております。持株会社体制では、上記資金

を含め会社資産を持株会社において集中

管理し機動的に各事業会社に配分するこ

とにより、グループの成長を図り企業価

値の向上を目指す体制が整うことになり

ます。

  

②商号変更   

　上記主旨に基づく持株会社への移行に

伴い、今後の当社事業内容を適切に表現

すべく、下記の通り商号変更を行いまし

た。

新商号　ＧＣＡホールディングス株式

会社

(英文名GCA Holdings Corporation)
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（２）会社分割の要旨   

①会社分割の日程   

新設分割計画承認取締役会

　　　　　 平成19年７月17日

分割期日　 平成19年９月３日

分割登記 　平成19年９月３日

  

②分割方式   

当社を新設分割会社とし、新設分割設

立株式会社（以下「新設会社」といいま

す。）であるＧＣＡ株式会社を承継会社

とする新設分割であります。なお、分割会

社である当社にとって、本件会社分割は

会社法第805条の簡易分割の要件（注）

を充足するものであり、株主総会による

新設分割計画の承認を得ずに行うもので

す。

  

（注）前事業年度末において当社資産の

87%は現預金でありますが、上記

(1)①で記載した通り会社資産の

機動的な配分を行うため80%以上

を持株会社に残しました。これに

より、新設会社に承継されるＭ＆

Ａアドバイザリー事業を構成する

資産は当社資産の20%以下となる

ことから、会社法805条の簡易分割

の要件を充足するものです。

  

③株式の割当   

新設会社は、本件会社分割に際して普

通株式を発行し、その全てを当社へ割当

交付しました。

  

④分割交付金   

分割交付金の支払いはありません。   

⑤新設会社が承継する権利義務の内容   

新設会社は、当社のＭ＆Ａアドバイザ

リー事業に係る資産・負債、権利義務及

び契約上の地位のすべて（ただし、平成

19年7月17日開催予定の当社取締役会に

より承認された新設分割計画において特

段の定めがあるものを除く。）を当社か

ら承継いたしました。なお、当該分割にお

ける債務の承継については、免責的債務

引受の方法としております。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

２．共同株式移転による経営統合 ２．　　　　　　　 － ２．　　　　　　　 －

　平成19年11月１日開催の取締役会において、

株主総会の承認を条件とし、Savvian, LLC

（本社：米国カリフォルニア州、代表者：

Todd Ｊ． Carter。以下「Savvian LLC」とい

います。）との間で、今後設立予定の同社持分

権の100％を間接的に保有することとなる日

本法人であるサヴィアン株式会社と当社との

共同株式移転（以下「本株式移転」といいま

す。）の方法により、両社の完全親会社となる

共同持株会社（以下「本持株会社」といいま

す。）を設立し、対等の精神で経営統合

（Merger of Equals）（以下「本経営統合」

といいます。）することを決定し、当社、

Savvian LLC、当社役職員である株主８名（以

下「当社役職員株主」と総称します。）及び

Savvian LLCの持分権者等25名（以下「サ

ヴィアン持分権者」と総称します。）の間で

基本契約書（以下「本基本契約書」といいま

す。）を締結いたしました。

  

（１）経営統合の目的   

　本経営統合の目的は、顧客の利益・顧客か

らの信頼の重視という同じ経営理念（当社

では「For Client’ｓ Best Interest」、

Savvian LLCでは「Trusted Advisor」）を

共有する当社とほぼ同規模の米国独立系

Ｍ＆Ａアドバイザリーファームである

Savvian LLCが対等の精神で経営統合する

こと（Merger of Equals）により、日本で

も米国でもない真のグローバル・インベス

トメントバンクとなることにあります。

　本経営統合により、今後、クロスボーダー

Ｍ＆Ａの取り扱い件数を飛躍的に増加でき

る体制を整えることができます。日本企業

の欧米進出のサポートの増加は言うまでも

無く、進行中の複数の三角合併案件をはじ

め多くの欧米企業による日本企業買収につ

いての助言実績を有する当社において米国

企業の日本進出をさらにサポートできる体

制を整えることができます。

　また、本経営統合を通じた規模の拡大によ

り、米国の有力独立系Ｍ＆Ａファームとの

競合が可能となり、国内系大手金融機関の

Ｍ＆Ａアドバイザリー事業部ともほぼ同規

模ながら、よりグローバライズした組織体

となることができます。その結果、当社のク

ライアントからは、今後より大きな安心感

・信頼感をもって相談いただけることとな

ります。

　今後は、本持株会社を基盤として、欧州・

アジアの事業パートナーや日米の有能な人

材の参加が可能となるようなグローバル企

業を目指してまいります。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（２）内容   

①経営統合基本スキーム   

　サヴィアン持分権者は、本株式移転のた

めの株式移転計画（以下「本株式移転計

画」といいます。）の承認のための当社

臨時株主総会決議成立後、本株式移転の

日までの間に、米国デラウエア州法人で

あるSavvian, Inc. に対しSavvian LLC 

の持分権全てを現物出資し、その後直ち

にSavvian, Inc.の発行済株式全部をサ

ヴィアン株式会社に対し現物出資いたし

ます。本株式移転は、上記二つの現物出資

（以下「本現物出資」といいます。）が

完了し、Savvian LLCの持分権全てを間接

的に保有することとなったサヴィアン株

式会社と当社との間で共同で行われるこ

ととなります。下記④に記載の株式移転

比率は、このようにSavvian LLCの資産全

てを間接的に保有することとなった状態

でのサヴィアン株式会社と当社との間の

株式移転比率として算出されておりま

す。

  

　本株式移転の日をもって、当社の100％

子会社であるＧＣＡ株式会社は、その商

号を「ＧＣＡサヴィアン株式会社」と変

更する予定です。

  

　なお、現在、当事者は、米国内国歳入庁

（Internal Revenue Service）に対し、

本株式移転を含む一連の取引の結果、サ

ヴィアン持分権者に対し課税がなされな

いことを確認する回答書（Tax Ruling

Letter）の発行を求めていますが、同庁

から、サヴィアン持分権者の求める内容

の回答書が得られない場合、日本の税法

上、適格株式移転と扱われない場合、ま

た、本株式移転について当社監査法人よ

り持分プーリング法の適用ができない可

能性がある旨の意見等がなされた場合、

本持株会社による株式の発行について米

国証券法等に基づく手続が必要となった

場合、本現物出資が完了していない場合、

本株式移転のための金融商品取引法にお

ける届出の効力が発生していない場合、

本持株会社の普通株式の上場承認が得ら

れなかった場合等、本株式移転の実行に

重大な支障となる事態が発生した場合

は、本株式移転が延期ないし中止される

ことがあります。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　上記のほか、本件公表後30日間の最後の

５連続営業日における当社の平均株価

（終値）が23万5,000円を下回ることと

なった場合は、本基本契約書の締結当事

者間で本株式移転比率の見直しのための

協議が行われる予定ですが、本株式移転

比率の見直しについて本基本契約書の締

結当事者間で合意に至らない場合は、本

基本契約書が解除され、本株式移転を行

わないこととなる可能性があります。

  

②利益剰余金の配当について   

　当社は、平成20年２月期に関する中間決

算短信（平成19年10月２日公表）におい

て公表のとおり、今期事業年度末日（平

成20年２月29日）現在の当社株主に対し

期末発行済株式総数による１株当たり当

期純利益（連結）の30％（１株あたり

2,910円の予定）の期末配当を行う予定

であります。

　これに加え、本基本契約書において、本

株式移転の日の直前の営業日（平成20年

２月29日を予定）現在の当社株主に不利

益とならないよう特別配当として利益剰

余金の配当を行うことができることに

なっております。

  

③株式移転のスケジュール   

平成19年11月１日（木）

本基本契約書の締結

平成19年11月３日（土）

当社臨時株主総会基準日公告

平成19年11月18日（日）（予定）

当社臨時株主総会基準日

平成19年12月17日（月）（予定）

当社本株式移転計画書承認の取締役

会承認

平成19年12月21日（金）（予定）

本持株会社有価証券届出書の提出

平成20年１月10日（木）（予定）

当社株式移転計画書承認臨時株主総

会

平成20年２月26日（火）（予定）

当社株式の上場廃止日

平成20年３月３日（月）（予定）

本株式移転の効力発生日（持株会社

設立登記日）

本持株会社株式の上場日

平成20年４月下旬（予定）

本持株会社株券交付日

　ただし、今後手続きを進める中で、両社

協議のうえ日程等を変更することがあり

ます。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

④株式移転比   

　

 当社 サヴィアン

株式移転比率 1.0 1.0

　

  

（注）１．これにより、当社の普通株式１株

に対して本持株会社の普通株式１

株を、サヴィアン株式会社の普通

株式１株に対して本持株会社の普

通株式１株をそれぞれ割り当て交

付いたします。但し、１株に満たな

い端数が生じた場合は、これを切

り捨てます。

２．本持株会社が発行する新株式およ

び新株予約権の数（予定）

普通株式　336,219株

新株予約権　1,525個

　　　　　　（１個あたり10株）

３．本持株会社の普通株式のうち、

184,920株は当社の株主に、

151,299株はSavvain LLCの持分権

者に割り当てられます。当社の株

主とSavvain LLCの持分権者に割

り当てられる本持株会社の普通株

式の総数の比率は55：45となりま

す。

  

⑤本持株会社株式の上場申請に関する事

項

  

　当社の臨時株主総会において本株式移

転計画の承認後、東京証券取引所に本持

株会社株式の新規上場申請を行うことを

予定しております。本持株会社株式の上

場にともない、当社が証券取引所に上場

している株式は平成20年２月26日（予

定）をもって上場廃止となり、平成20年

３月３日（予定）の株式移転の日をもっ

て本持株会社の株式が新規上場される予

定です。

  

⑥持株会社の概要   

（ⅰ）商号   

ＧＣＡサヴィアングループ株式会

社

（英文：ＧＣＡ Savvian Group

Corporation）

  

（ⅱ）事業内容   

持株会社傘下のグループ企業全体

の経営戦略を策定・統括し、グ

ループの企業価値の最大化を図り

ます。

  

（ⅲ）本店所在地　東京都千代田区   

（ⅳ）決算期　２月末日   

（ⅴ）資本金　500百万円   

（３）本株式移転による業績への影響   

　当連結会計年度（平成20年２月期）の業

績予想に与える影響はありません。本経営

統合後の来期の業績予想につきましては、

確定次第公表させていただきます。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

３．　　　　　　　 － ３．　　　　　　　 － ３．株式移転による共同持株会社の設立

  

平成20年１月10日開催の臨時株主総会に

おいて、ＧＣＡホールディングス株式会社

及びサヴィアン株式会社が共同して株式移

転により完全親会社「ＧＣＡサヴィアング

ループ株式会社」を設立することが承認可

決され、平成20年３月３日付で同社が設立

されました。

これに伴いＧＣＡホールディングス株式

会社及びサヴィアン株式会社はＧＣＡサ

ヴィアングループ株式会社の子会社になり

ました。

  
①　名　　称　ＧＣＡサヴィアングループ株式

会社

  ②　代 表 者　代表取締役　渡辺　章博

  

③　住　　所　東京都千代田区丸の内１－11－

１

パシフィックセンチュリー

プレイス丸の内30階

  ④　資 本 金　500百万円 

  

⑤　事業内容　持株会社傘下のグループ企業

全体の経営戦略を策定・統

括

４．　　　　　　　 － ４. 資本金および資本準備金の減少 ４．　　　　　　　 －

 

当社は、平成20年10月17日付の取締役会

において、資本金および資本準備金の減少

について平成20年10月31日開催の臨時株主

総会に付議することを決議し、同総会にお

いて次のとおり承認決議されております。

 

 （１）減資の目的  

 当社の今後の機動的な資本政策のため。  

　 （２）資本金および資本準備金の減少  

 ①　減少する資本金の額  

 

資本金3,312,171,200円のうち

3,302,171,200円減少し、金10,000,000

円とする。

減少する資本金全額をその他資本剰余

金とする。

 

 ②　減少する資本準備金の額  

 

　資本準備金828,042,800円のうち

825,542,800円減少し、金2,500,000円

とする。

　減少する資本準備金全額をその他資本

剰余金とする。

 

 （３）減資の日程  

 　 ①取締役会決議日　　　平成20年10月17日  

 ②臨時株主総会決議日　平成20年10月31日  

 
③債権者異議申述最終期日　

平成20年11月28日（予定）

 

 

④減資の効力発生日　

　　　　　平成20年11月30日（予定）
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（２）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第４期）（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）平成20年５月30日関東財務局長に提出。

(2）臨時報告書

　　　平成20年７月28日関東財務局に提出

　　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の規定（親会社の異動）に基づく臨時報告書でありま

す。

 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

 

 平成19年11月14日

ＧＣＡホールディングス株式会社  

 取締役会　御中  

 

 あ ず さ 監 査 法 人 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 山　田　治　彦

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 酒　井　弘　行

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＧＣＡホールディングス株式会社の平成19年３月１日から平成20年２月29日までの連結会計年度の中間連結会計

期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意

見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要

に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、ＧＣＡホールディングス株式会社及び連結子会社の平成19年８月31日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

　重要な後発事象の３．に記載されているとおり、会社は平成19年11月１日開催の取締役会において、株主総会の承認

を条件とし、今後設立予定のサヴィアン株式会社との間で共同株式移転の方法により、両社の完全親会社となる共同持

株会社を設立し経営統合することを決定した。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

 

 平成20年11月14日

ＧＣＡホールディングス株式会社  

 取締役会　御中  

 

 あ ず さ 監 査 法 人 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 酒　井　弘　行

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 塚　原　克　哲

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＧＣＡホールディングス株式会社の平成20年３月１日から平成20年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意

見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要

に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、ＧＣＡホールディングス株式会社及び連結子会社の平成20年８月31日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年10月17日開催の取締役会において資本金及び資本準備金の

減少の決議を行い、平成20年10月31日開催の臨時株主総会において資本金及び資本準備金の減少の承認決議を行って

いる。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

 

 平成19年11月14日

ＧＣＡホールディングス株式会社  

 取締役会　御中  

 

 あ ず さ 監 査 法 人 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 山　田　治　彦

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 酒　井　弘　行

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＧＣＡホールディングス株式会社の平成19年３月１日から平成20年２月29日までの第４期事業年度の中間会計期

間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のため

の合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＧＣＡホールディングス株式会社の平成19年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

　重要な後発事象の３．に記載されているとおり、会社は平成19年11月１日開催の取締役会において、株主総会の承認

を条件とし、今後設立予定のサヴィアン株式会社との間で共同株式移転の方法により、両社の完全親会社となる共同持

株会社を設立し経営統合することを決定した。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

 

 平成20年11月14日

ＧＣＡホールディングス株式会社  

 取締役会　御中  

 

 あ ず さ 監 査 法 人 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 酒　井　弘　行

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 塚　原　克　哲

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＧＣＡホールディングス株式会社の平成20年３月１日から平成20年12月31日までの第５期事業年度の中間会計期

間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のため

の合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＧＣＡホールディングス株式会社の平成20年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年10月17日開催の取締役会において資本金及び資本準備金の

減少の決議を行い、平成20年10月31日開催の臨時株主総会において資本金及び資本準備金の減少の承認決議を行って

いる。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。
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